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●戸籍
・本人またはその配偶者および直系の人が窓
口で申請できます。それ以外の人が申請す
る場合は、委任状が必要です。
・戸籍の証明書は、本籍地の市町村でしか取
得できません。戸籍の証明書を取得される
場合は、申請書に本籍および筆頭者を正し
く記載してください。
・申請者は、運転免許証、マイナンバーカー
ドなどの官公署発行の顔写真付きの証明書
１点、または「氏名・住所」「氏名・生年
月日」が記載された証明書２点の本人確認
書類をご提示ください。

●問い合わせ　市民課 ☎33-1131

●住民票
●市役所市民課窓口で取得する場合
・本人または同一世帯の人が申請できます。それ以
外の人が申請する場合は、委任状が必要です。

・申請者は、「氏名・住所」「氏名・生年月日」が
記載された本人確認書類をご提示ください。

・交付手数料は１枚300円です。
●コンビニエンスストアで取得する場合
・本人または同一世帯の人のマイナンバーカードと
利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。

・コンビニエンスストアの端末（マルチコピー機）
で「行政サービス」を選択し、手順に沿って操作
してください。

・交付手数料は１枚200円です。

住民票および戸籍の証明の取得方法についてご案内します。詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。 【市民課】

 ●学生納付特例制度
対象となる学生などは、承認を受けることで保

険料の納付義務が猶予されます。
猶予された期間の保険料は、10年以内であれ

ば納めること（追納）ができます。
▶対象（次のすべての条件を満たす人）
①20歳以上で大学（大学院）、短期大学、高
等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校
などに在学している人
②学生本人の前年所得が128万円以下の人
　（扶養控除、社会保険料控除のない場合）

▶猶予期間
４月～翌年３月　※毎年度更新が必要です。

▶申請方法
申請期間中に在籍したことがわかる学生証また
は在学証明書等を持って、市役所保険年金課で
申請してください。

●申請先・問い合わせ
・市役所保険年金課 国民年金係 ☎33-1272
・和歌山東年金事務所 ☎073-474-1841

●令和４年度の保険料
16,590円（月額）
※毎月の保険料は、日本年金機構から４月上旬に
送られてくる納付書（１年分）で翌月の末日ま
でに納めてください。

●前払い（前納）による割引制度
一定期間の保険料を前払いで納めることで、保

険料が割り引かれる「前納制度」があります。
●令和４年度の前納額と割引額
前納期間 前納額
２ 年 分 382,780円（割引額14,540円）
１ 年 分 195,550円（割引額 3,530円）
６カ月分 98,730円（割引額 810円）

※口座振替で納付期限より１カ月早く納めると、
保険料が割り引かれる「早割制度」もあります。

●付加保険料
定額保険料に加え、付加保険料（月額400円）

を納付すると、老齢基礎年金に付加年金（200円
×付加保険料納付月数）が上乗せされます。ただ
し、国民年金基金加入者は申し込みできません。

住民票・戸籍の取得に関するご案内

国民年金の令和４年度の保険料の金額が決まりましたのでお知らせします。
なお、保険料を納付する際には、前払いによる割引制度を利用していただくと
お得です。 【保険年金課】

国民年金についてのお知らせ

▶必要書類および申込方法
手続きに必要な書類を「地域優良賃貸住宅募集要
綱」でご確認の上、持参または郵送（受付期間内
必着）で申し込んでください。募集要綱は、建築
住宅課、図書館、各地区公民館および市ホーム
ページで入手できます。

▶入居時期　７月下旬
▶申込受付期間　４月11日㈪～５月13日㈮
　　　　　　　※土・日曜、祝日を除く
　　　　　　　午前８時30分～午後５時15分
▶随時募集　３ＤＫのみ先着順で随時募集も行なっ
　　　　　　ています。

市では、地域優良賃貸住宅の入居者を募集しています。申込資格や家賃など詳し
くは市ホームページを確認していただくか、建築住宅課 住宅係までお問い合わせ
ください。 【建築住宅課】

地域優良賃貸住宅の入居者を募集します

▶申し込み・問い合わせ
〒648-8585（住所記入不要）
橋本市 建設部 建築住宅課 住宅係 ☎33-1115

◀地域優良賃貸住宅入居者募集ページへの
　二次元コード

▶「パートナーシップ宣誓書受領証」が利用できる
　手続き
 市営住宅の入居申し込みや橋本市民病院での面
会・手術の同意などの際に利用できます。
▶その他
必要書類や要件など、詳しくは市ホームページを
確認していただくか、人権・男女共同推進室まで
お問い合わせください。
▶申し込み・問い合わせ
　人権・男女共同推進室 ☎33-1229

▶宣誓の流れ
①宣誓日の事前予約
宣誓を希望する日の７開庁日前までに人権・男
女共同推進室へご連絡ください。

②パートナーシップの宣誓
お二人で来ていただき、宣誓書などの必要書類
を提出していただきます。

③「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付
宣誓の要件を満たしていることが確認できまし
たら、受領証を即日交付します。

市では、互いに人格や多様性を認め合い、すべての人の人権が尊重される社会の
実現のため、10月１日から「橋本市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
 【人権・男女共同推進室】

パートナーシップ宣誓制度が
スタートします！

パートナーシップ宣誓制度とは

　法律上の婚姻関係ではなく、一方または双方が性的マイノリティである二人が、
お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束
した関係であることを宣誓し、市が証明する制度です。

▶募集住宅
住　宅　名
（所在地） 構造等 建設年度 間取り 募集戸数 家賃月額

（円）
敷金額
（円） 備　考

橋本駅前団地
（古佐田2-7-7）

鉄筋
コンクリート造
９階建

平成11年

３ＤＫ ２ 65,000 195,000 ７階、９階

２ＤＫ １ 50,000 150,000 ７階

２Ｋ ２ 42,000 126,000 ５階、６階
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